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１ 公募者の官職名及び氏名等 

⑴ 公募者名  社会保険診療報酬支払基金 

        理事長 神田 裕二 

⑵ 所在地   〒105‐0004 東京都港区新橋 2 丁目 1 番 3号 

 

２ 調達案件の概要 

⑴ 件名 

審査システムに係る審査画面領域の設計・開発及び運用保守業務一式 

⑵ 背景・目的 

「審査支払システムの共同開発の基本方針」（令和 7年 9月 12 日厚生労働省・支

払基金・国保中央会）において、以下の方針により、審査システムのモダン化を実

施することとされた。この方針に基づき、審査システムを更改する。 

①クラウドのマネージドサービスを利用したモダン化 

②レセプトデータを保管するデータベースを、現行の RDB（リレーショナルデータ

ベース）から、KVS（キーバリューストア）を主体にした構成に変更 

③画面システムを、現行のクライアント・サーバー方式から、フロントエンド・バ

ックエンドを分離した Web システム方式に変更 

本調達は、クラウドのメリットを活かした効率的な運用管理、審査業務の改善、

運用経費の縮減と診療報酬改定 DXの取組との整合性の確保を目的としている。 

⑶ 調達内容 

審査システムに係る審査画面領域の設計・開発及び運用保守業務一式 

 ⑷ 調達方法 

   技術的対話による企画競争 

（別添 技術的対話による企画競争について（事業者の方へ）参照） 

 ⑸ 契約期間 

   令和８年７月下旬から令和 12 年３月 31日まで 

   ※契約は年度毎に締結することを想定していることから、初年度の契約期間は、令

和９年３月 31 日までとすることを予定している。 

 ⑹ 技術的対話期間 

   令和８年３月上旬から令和８年４月下旬を予定 

   ※技術的対話の状況により延長することも想定 



 

3 

 

 

 

 ⑺ 開発等にかかる経費 

 約 34 億円（税込み） 

 ・本金額は、実装する画面システムやデータベースの機能をもとに、設計開発・テ

スト・移行にかかる費用（インフラにかかる費用は本番環境移行前までのクラウ

ドの利用料を含む）について試算したものである。令和 12 年１月から３月末まで

の運用保守に係る費用は含まれていない。 

・本金額は、技術的対話における実現方法等の改善提案によって変わりうることか

ら、契約金額を保証するものではないことに留意すること。契約に当たっては、

提案内容に基づいた積算を精査した上で金額を決定することとする。 

・当該金額を上回る見込みが生じた場合には、別途協議する。 

 

３ 応募業者に必要な資格に関する事項 

応募事業者に必要な資格は、一般競争における資格に準じて、以下のとおりとする。 

⑴ 社会保険診療報酬支払基金一般競争（指名競争）契約の参加者の資格基準第 31条に

該当しない者であること。 

⑵ 社会保険診療報酬支払基金一般競争（指名競争）契約の参加者の資格基準第 32条に

該当しない者であること。 

⑶ 令和５・６・７年度社会保険診療報酬支払基金一般競争等参加者の資格において、

資格の種類が「役務の提供等」であって、「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級の競争参加資格

を有するものであること。 

   ※調達仕様書（案）等の提供は、⑴～⑶の参加要件を満たしている必要がある。 

⑷ 作業要員に求める役割、資格及び条件等の要件については、７の⑷の調達仕様書（案）

の「４ 作業の実施体制・方法に関する事項」の「4.1 作業実施体制」、「4.2 管理

体制」、「4.3 作業要員に求める役割及び資格の要件」及び「７ 入札参加資格に関す

る事項」を満たすこと。 

 

４ 企画提案書の作成に係る説明会の開催 

場所：社会保険診療報酬支払基金 ６階 601 会議室 

日時：令和７年 12 月 22 日（月） 15 時 00 分開始予定 

※説明会に参加する者は、３の⑶の参加資格の写し等を持参すること。 
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５ 企画提案書の評価項目 

７の⑷の調達仕様書（案）と併せて配布する、技術評価基準書に基づく。 

 

６ 企画提案書審査及び審査結果の通知 

 ⑴ 事前審査 

  ・ 企画提案書の総合点が基準点以上であって、上位 3者までを技術的対話の対象事

業者とする（基準点を超える者が多数の場合には、4者以上とするときもある）。 

  ・ 合格となった企画提案書を提出した事業者に対しては、技術的対話の実施日時等

について、電話、メール等の方法により連絡する。 

・ 技術的対話の具体的な手順については、本調達概要書に添付している「別添 技

術的対話による企画競争について（事業者の方へ）」を参照すること。 

  ・ 不合格となった事業者に対しては、「不合格通知書」を当該事業者に送付する。競

争参加資格がない事業者は不合格とする。 

⑵ 技術的対話後の審査 

  ・ 技術的対話後の企画提案書の内容及び開発費の見積額等をもとに順位付けを行い、

優先交渉権者を決定する。 

  ・ 技術的対話後の企画提案書について、技術評価基準書に基づき、審査を行う。開

発費の見積の妥当性や運用保守費の縮減効果等についても審査を行う。  

・ 優先交渉権者には、「優先交渉権者通知書」を送付し、2 位以下の者に対しては、

順位を示した通知書を送付する。 

  ・ 技術的対話の過程において、辞退する場合は、辞退の申込書を提出すること。 

 

７ その他 

 ⑴ 提出された企画提案書等は、原則、返却しない。ただし、技術的対話の中で提示さ

れた参考資料がある場合など、提案事業者の申し出がある場合はこの限りではない。 

 ⑵ 本企画提案書の作成及び提出並びに技術的対話（応募事業者等による作業に限る。）

にかかる一切の経費は、応募事業者の負担とする。 

 ⑶ 本件の応募事業者は、企画提案書の提出をもって技術的対話による企画競争説明書

の別記様式 4の規定に該当しないことを誓約し、かつ支払基金が求めた場合は、応募

事業者の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）、ただし、有価

証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を提出す
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ること及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供に同意したものとみなす。また、提

出した書類等について説明を求めた時は、これに応じなければならない。 

 ⑷ 調達仕様書（案）の交付期間、場所及び交付要件 

  ア 担当部署 

    〒105‐0004 東京都港区新橋 2丁目 1番 3号 

           社会保険診療報酬支払基金 

           財政部 契約管理課 契約管理係 

    電話番号 03-3591-7441（代表） 

  イ 調達仕様書（案）を上記の担当部署で交付する。 

    交付期間は令和７年 12 月 18 日から令和８年２月６日までの９時から 17 時まで

とする。 

※土日祝日及び 12 月 27 日（土）～１月４日（日）を除く 

    また、調達仕様書の（案）の交付時には、３の⑶の資格を有すること。 

 

８ 今後のスケジュール（予定） 

  調達公告後のスケジュールについては、以下のとおり予定している。 

  令和８年３月２日頃        事前審査の結果の連絡 

      ３月上旬～４月下旬    技術的対話 

      ４月下旬         調達仕様書確定 

      ５月下旬         企画提案書の改善版、見積の根拠資料の提出 

      ６月中旬         優先交渉権者の決定 

      ６月中旬         技術的対話プロセスの公表 

      ７月上旬         随意契約の官報公示 

      ７月下旬         契約 
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